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マイクロソフト顧客契約
本マイクロソフト顧客契約（以下 「 本契約」といいます）は、貴社と当社との間で締結されるものであり、本一般条
件、適用される本使用権およびSLA、ならびに発注時に当社が提示する追加の条件で構成されます。本契約は、
貴社が本一 般条件を受諾した時点をもって有効となります。本一般条件を受諾する個人は、貴社に代わって本
契約祖帝結する権限を許諾されていることを表明するものとします。

一般条件

本一 般条件は、本契約に基づく貴社のすべての発注に適用されます。用語については、 「 定義」の条項に定義す
るとおりとします。

マイクロソフト製品を使男するライセンス

a. ライセンス 本製品は使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。当社は各発注を受諾した
時点で、貴社が本契約を遵守することを条件として、貴社に対し、発注された本製品を、適用される本使用権
および本契約の規定に従って使用する非独占的かつ限定的なライセンスを許諾します。これらのライセンス
は、貴社自身による業務利用のみを目的としており、本契約または適用される法令により契約上の制限にか
かわらず明示的に認められる場合を除き、これらのライセンスを譲渡することはできません。

b. ライセンスの継続期間 サブスクリプションベースで許諾されるライセンスは、更新されない限り、該当する
サブスクリプション期間の終了時に失効します。使用に基づ いて定期的に請求される従量制の本製品に許
諾されるライセンスは、貴社が本製品の使用に対する支払を継続する限り、有効に存続します。他のすべて
のライセンスは、支払が完了した時点で永続的なものとなります。

c. 適用される使用権永続的ライセンスの場合、貴社が本製品を注文したときに有効な本使用権が適用されま
す。サブスクリプションの場合、各サブスクリプション期間の開始時に有効な本使用権が適用されます。貴社
は、本ソフトウェアのサブスクリプションを保有している場合、サブスクリプション期間中にリリースされる新し
いバージョンを、当該新バージョンがリリースされた時点で有効な本使用権に従って使用することができま
す。使用に基づいて定期的に請求される従量制の本製品については、各課金期間の開始時に有効な本使
用権が、当該課金期間中に適用されます。当社は本使用権を定期的に更新できますが、特定のバージョン
に対する貴社が不利になる重大な変更については、該当するライセンス期間、サブスクリプション期間、また
は課金期間中には適用されません。

d. エンドューザー 貴社は、エンドユーザーによる本製品へのアクセスおよび使用を管理するものとします。ま
た、貴社は、エンド ユーザーによる本契約に違反する本製品の使用について責任を負います。

e. 関連会社 貴社は、貴社の関連会社による使用のために本製品を発注することができます。この場合、本
契約に基づいて貴社に許諾されるライセンスがかかる関連会社に適用されますが、当社に対する本契約上
の権利は、貴社のみが有します。本契約に基づくすべての義務および貴社の関連会社による本契約の遵守
については、貴社が責任を負います。

f. 権利の留保 本契約で明示的に許諾されていない権利は、すべてマイクロソフトが留保します。本製品は、
著作権およびその他の知的財産権関連法ならびに国際条約により保護されています。権利放棄または禁反
言の法理により、権利が明示的または黙示的に許諾されることはありません。デバイス上の本製品にアクセ
スしまたはかかる本製品む吏用する権利は、そのデバイス自体または他のソフトウェアもしくはデバイスに関
するマイクロソフトの特許またはその他のマイクロソフトの知的財産権を実施する権利を貴社に許諾するもの
ではありません。

g. 制限 本契約または本製品のドキュメントで明示的に認められている場合を除き、貴社は、以下の行為を行
ってはならず、また、これらの行為恕子う権利を許諾されません。

(1) 本製品のリバース エンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブ ルを行い、またはこのような行為を
試みること。
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